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山科区の推計人口○
総人口／135,208人
男性／64,236人
女性／70,972人
世帯数／58,968世帯

交通事故／758件︵⊖44︶
死者／6人（+2）
負傷者／903人︵⊖98︶
火災／20件︵⊖1︶
救急／6,648件︵✚323︶

平成25年12月1日現在
（推計人口）

平成25年12月15日現在
※交通事故（概数）は、醍醐を含む
※（　）内は昨年同月比

｝
｝

（花山天文台から臨む山科）
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新年のごあいさあつ○
　明けましておめでとうございます。
　区民の皆さまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　また、昨年9月の台風18号による被害を受けられた方には心から
お見舞い申し上げます。区役所においては、これまで以上に区民の
皆さまや関係行政機関としっかり連携し、全力で防災対策に取り組んで
まいりますので、引き続き、ご協力を賜りますようお願いいたします。
　昨年は、第2期山科区基本計画において山科区の将来像として描いた
「心豊かな人と緑の“きずな”のまち山科」を実現するため、様々な
取組を区民の皆さまとの共汗・協働により実施してまいりました。
　区民の皆さまの主体的なまちづくり活動を支援する「山科〝きずな〟
支援事業」では、安心・安全のまちづくりや福祉・子育て支援の取組、
地域のつながりを深める取組など多くの活動を採択・支援したほか、
小さくともキラリと光る活動を支援するための「小規模事業枠」を
新設しました。また、山科ならではの食を発掘・発信する事業や
観光振興、健康づくり事業、誰もが気軽に立ち寄れる「フリースペース」
の設置など山科ならではの地域力を生かした多くの取組を行いました。
　これらの事業を着実に行うことができましたのは、ひとえに区民の
皆さまのご理解とご協力の賜物であり、心から厚くお礼申し上げます。
　平成26年も、区民の皆さまと共に、安心・安全で、魅力あふれる
山科のまちづくりに向けた取組を着実に進め、山科の未来を築く力強い
一年となるよう全力で取り組んでまいりますので、なお一層のご支援と
ご協力をお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりまして、幸多き年となりますことを心からお祈り
申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

平成26年1月
山科区長　石黒　善治
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市・府民税、所得税の申告はお早めに○
【申告期間】2月１7日（月）～3月１7日（月）（土・日は除く）
●市・府民税の申告は区役所・支所へ
　対象＝平成26年1月1日現在、市内在住で、25年中の所得金額が市・
府民税の基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額の合計額を超える方。
ただし、25年分の所得税の確定申告をした方や、25年中の所得が給与
だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方は、通常、申告
は不要です。なお、前年に申告された方には、1月中に申告書の用紙を
送付します。
●所得税の確定申告は税務署へ
　対象＝①事業所得や不動産所得等から算出される所得税額がある方
②給与所得金額以外の金額が20万円を超える方や、給与収入が2,000万
円を超える方等
※所得税が戻る場合があります。
　給与所得者や公的年金等受給者で、①給与支払者や公的年金等支払者
へ届け出をされている以外に、社会保険料、生命保険料等の所得控除が
ある方、②多額の医療費を支払った方、③住宅ローンの融資を受けて
住宅を取得した方は、税務署へ所得税の確定申告書を提出すると、源泉
徴収された税金が還付されることがあります。なお、給与所得者の還付
申告や公的年金収入のみの簡易な確定申告書については、上記申告期間
に、区市民税課市民税担当でも受け付けます。
●公的年金等を受給されている方で公的年金等の収入金額（2か所以上
ある場合は、その合計額）が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が、20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要です。
（平成23年改正）
（注）上記の要件に該当する場合であっても、
・�所得税の還付を受けられる方は、確定申告書の提出が必要です。
・�所得税の申告が不要でも、市・府民税の申告が必要となる場合があり
ます。
●問合せ先／区市民税課市民税担当（電話592-3113）
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平成２６年度　市・府民税の主な変更点○
●個人市・府民税の均等割額の引上げ
　東日本大震災を踏まえ、市の防災事業の財源を確保するため、平成26
年度から平成35年度までの10年間、個人市・府民税の均等割額をそれぞ
れ500円ずつ引き上げます。
　これにより、均等割額は個人市民税が3,500円、個人府民税が1,500円
となります。
　市民の皆様には、御理解と御協力をよろしくお願いします。
●給与所得控除の改正
　給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、
245万円の上限が設けられました。
●給与所得者の特定支出控除の見直し
　給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から、給与所得者の特定
支出の対象に弁護士・税理士などの資格取得費や勤務必要経費（図書費・
衣服費・交際費等）が追加され、適用判定の基準についても給与所得
控除額の2分の1に緩和されました。
●.「６5歳以上の方に係る5割減額措置」の廃止の経過措置の終了
　「65歳以上の方に係る5割減額措置」が廃止されることに伴って、負担
の激変緩和のための経過措置（税額の4分の1を減免して課税）が終了し、
平成26年度から本来の課税となります。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
●問合せ先／区市民税課市民税担当（電話592-3113）

確定申告のご相談はお近くの納税相談会場へ○
　平成25年分の確定申告の相談および申告書の受付は、平成26年2月
17日（月）から同年3月17日（月）までです。還付申告については、
平成26年2月15日（土）以前でも行えます。
　税務署のほか、次の会場で申告の相談なども行っていますので、ぜひ
ご利用ください。
●問合せ先／東山税務署（電話561-1131）
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　なお、税務署へのお電話の際は、電話番号をダイヤルした後に、
アナウンスに従い電話機を操作してください。東山税務署では、土・日・
祝日は相談および申告書の受付を行っていません。

※相談受付の締切時間は、午後3時30分ですが、混雑の状況により
早めに受付を終了させていただく場合があります。
※山科区管内で行われる相談会場では、相続税、贈与税、土地・建物・
株式等の譲渡所得等の相談は行っていません。
※各申告会場へお越しになる際には、電車・バス等の公共交通機関を
ご利用ください。
東山税務署からのお知らせ
★平成２６年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
　個人の白色申告者のうち、事業所得、不動産所得又は山林所得を
生ずべき業務を行うすべての方（所得税および復興特別所得税の申告
の必要がない方も対象となります）は、平成26年1月から記帳と帳簿
書類の保存が必要です。

名　称 開設期間 開設時間 場　所

広域申告センター
四条烏丸会場

2月23日（日）
および3月２日（日）
（両日曜日に限り
開設）

午前９時
～午後５時

池坊短期大学　美心館
地階アッセンブリホール
・地下鉄四条駅、阪急烏丸駅
地下通路26番出口�徒歩2分
・バス四条烏丸バス停前

注：同会場では、所得税（譲渡所得含む）、消費税、贈与税の相談を
受け付けます。

サラリーマンや
年金受給者の方
のための還付申
告会場

2月5日（水）
～7日（金）

午前10時
～午後0時

午後1時
～午後4時

東部文化会館第1･2会議室

2月12日（水）
～14日（金） 区役所2階大会議室

税理士による地
区相談会場

2月20日（木）
・21日（金） 東部文化会館第1･2会議室

2月26日（水）
～28日（金）

ラクトスポーツプラザ
（6階コミュニティルーム）
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★所得税の確定申告は、e-Taxをご利用ください。
　e-Taxでは、自宅のオフィスや事務所等からインターネットを利用
して、申告・申請・届出等ができます。
　詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。
★納税には振替納税が便利です。
　振替申告をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融
機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。
　ご利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけですので、
ぜひご利用ください。
●問合せ先／東山税務署（電話561-1131）

『山科区の地域福祉を考える集い　　　　　　○
～居場所づくりの先に見えてきたもの～』を開催
　山科区地域福祉推進委員会では、福祉関係者や地域の皆
さまと共汗・協働で“誰もがゆっくりほっこりできる居場所”
づくりとして、子どもから高齢者まで、障害のある方もどなたでも、
みんなが気軽に集えるフリースペースを開設し、その運営に取り組んで
います。
　今回の集いでは、居場所づくり活動の実践報告をもとに、その先に
見えてきた新たな福祉のまちづくりの可能性について語り合います。
●日時／平成26年2月3日（月）　午後1時30分～午後4時
●会場／区役所　大会議室（2階）
●内容／実践報告（利用者へのインタビューを映像で紹介）、活動交流等
●対象／興味関心のある方は、どなたでもご参加ください。（定員100人）
●参加費／無料
●申込み／平成26年1月20日（月）までに、代表者名、参加人数、現在
活動中の団体名または興味のある活動、連絡先を、下記のいずれかに
FAXしてください。※手話通訳・要約筆記が必要な方はその旨お知らせ
ください。
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区支援課（FAX594-2181）、山科区社会福祉協議会（FAX594-0294）　
●問合せ先／区支援課（電話592-3247）、山科区社会福祉協議会
（電話593-1294）

忘れていませんか？お口の健康○
ワンコインで受けられる!!!.歯周疾患予防健診
　市では『歯周疾患予防健診』を節目の年齢の方対象に行っています。
●対象者／市内在住の満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方
（お誕生日を迎えてから1年間）
●実施場所／指定医療機関（歯科医院にて、ステッカーでお知らせして
います。）市ホームページ「京都市情報館」でも検索することができます。

●受診方法／受診される前に、指定医療機関に日時等をご確認のうえ
受診してください。
●健診費用／500円（免除制度があります。問合せ先にお問い合わせ
ください。）
●持ち物／年齢が確認できる物（健康保険証、運転免許証等）
●問合せ先／区保健センター�成人保健・医療担当（電話592-3477）

「だいすきっ！京都。寄付金」で宿泊券、特選品が当たるキャンペーン！

皆さんの思いを、ぜひ山科区へ！○
　市では、ふるさと納税制度「だいすきっ！京都。寄付金」を設けてい
ます。
　期間中（平成26年1月31日まで）、京都市に1万円以上の「ふるさと
納税寄付金」をしていただいた方の中から抽選で、58組の方に、市内の
ホテルの宿泊券、Kotochika（コトチカ）ギフト、京の逸品、地域の
特選品が当たります！

歯と口の健康づくり
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　山科区では、寄付金を区民の皆さまとの
協働によるまちづくり活動に活用させて
いただきます。寄付の際は、ぜひ「地域
振興“山科区”」をご指定ください。
※確定申告をしていただくと、所得税および
住民税の寄付金控除が受けられます。
●申込・問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

情報掲示板

京都市市政情報総合案内コールセンター

「京都いつでもコール」○
受付時間　午前8時～午後9時（年中無休）
電話（０75）６６１-３755、FAX.（０75）６６１-5855
電子メール（以下のホームページから）
パソコン��http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
携帯電話��http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

申請・手続き

　1月３１日（金）は、市・府民税第4期分の納期限です。
○納期限を過ぎますと、延滞金がかかることがありますので、ご注意
ください。ただし、算出された延滞金額が1,000円未満の場合はかかり
ません。
○市税の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。
問合せ先　課税内容／区市民税課市民税担当（電話592-3113）、納付
相談／区納税課（電話592-3310）、口座振替／市納税推進課（電話213-
5466）

「だいすきっ！京都。寄付金」
PRキャラクター

こ
と
ち
ゃ
ん

み
や
び
く
ん
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■2月と3月は市税の「滞納整理強化期間」です！
―市民生活を支えるあなたの市税―
　2月、3月は、市税徴収の取組を集中的に進め、夜間・休日の納税
催告などを実施します。
　また、納付に誠意がみられず、納付が進まない滞納者に対しては、
法令上の規定に基づき徹底した財産（預貯金、給与、生命保険、不動産、
動産等）の差押えを行います。
　特別な事情があって市税の納付が困難な場合は、お早めにご相談くだ
さい。
問合せ先　区納税課（電話592-3310）
■国民健康保険からのお知らせ
○介護保険適用除外施設に入退所された時は、14日以内に届出が必要です。
　市国保など医療保険に加入している40～64歳までの方は、介護保険第
2号被保険者となり、当該被保険者がおられる世帯の国民健康保険料は、
医療分保険料、後期高齢者支援分保険料に介護分保険料を加えた金額と
なります。
　しかし、介護保険適用除外施設に入所中の方は、介護保険の被保険者
となりませんので、入所中は介護分保険料がかかりません。
　市国保に加入中の40～64歳までの方が介護保険適用除外施設に入退所
された場合には、14日以内に必ず区保険年金課へお届けください。
問合せ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

相談

■無料法律相談
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）13:15～15:45（受付終了15:15）。
場所　区第2会議室。定員　15名。申込方法　当日8:30から整理券配布。
先着順。問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
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■無料行政相談
日時　2月13日（木）13:30～16:00。場所　区第2会議室。
問合せ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）
■行政書士による市民困りごと無料相談
日時　2月18日（火）14:00～16:00。場所　区第2会議室。
問合せ先　京都府行政書士会第6支部事務局（電話583-3230）

イベント・講座

■山科図書館（電話58１-０5０３）
※開館時間／10:00～19:30（土･日･祝は～17:00）。休館日／火曜日
（祝日の場合翌平日）と第2･4水曜日。
○図書特別整理に伴う臨時休館
2月18日（火）～2月21日（金）。
○おたのしみ会
日時　1月25日（土）11:00～。
・山科かるた
・大型えほん
○よんでよんで赤ちゃんの会
日時　2月3日（月）11:00～。
赤ちゃん絵本の読み聞かせ
○テーマ図書の展示と貸出
2月一般書「健康」/えほん「からだ」
○絵の展示（幼児コーナー）
2・3月は其枝幼稚園児の作品。
■移動図書館「こじか号」巡回（電話8０１-４１9６）
1月２２日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小
11:00～11:40　場所　大宅小
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1月２7日（月）　
10:00～10:50　場所　西野山分譲集会所
11:10～11:40　場所　山階南小
13:00～13:40　場所　陵ヶ岡小
■マンドリンと現代津軽三味線　
真冬のコンサート＠エコム
　｢日吉ヶ丘ギターマンドリンアンサンブル｣ による無料公演。
日時　1月26日（日）14:00～16:00。定員　550名。費用　無料。
申込方法　不要。場所・問合せ先　東部文化会館（電話502-1012）
■地域子育て相談事業
「キーホルダーを作ろう！！」
日時　1月22日（水）14:00～15:30。場所　アヴェ・マリア幼稚園
（御陵中筋町3）。対象　1歳半～未就園児。費用　200円（おやつ付）。
申込方法　1月15日まで。問合せ先　アヴェ・マリア幼稚園
（電話592-6404）
■精神保健福祉セミナー
　｢高機能自閉症スペクトラムの理解について｣ をテーマに京都市児童
福祉センター児童精神科医の田中浩一郎先生が講演を行います。
日時　2月26日（水）14:00（受付開始13:30）～16:00。場所　アスニー山科。
主催＝山科こころの健康を考える会。問合せ先　区保健センター�母子・
精神担当（電話592-3479）
■オレンジカフェに遊びに来ませんか
　認知症の方やそのご家族の方が、音楽を聴きながら、認知症の不安や
悩みをケアマネや医師などの専門職、同病の方に気軽にお話ができる
「認知症カフェ」を定期開催しています。日時　1月16･30日、2月13･27
日、3月13･27日。各日とも15:00～17:00。場所　喫茶店「ブランシュ」
（山科区西野今屋敷町27-6）。問合せ先　高齢サポート･日ノ岡（電話595-
5575）。
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募集

■山科青少年活動センター（電話59３-４9１１、FAX59３-４9１６）
○受験シーズン！自習室開放中
　自習室を開放しています。相談も気軽にどうぞ。
日時　開館時間中。場所　当センター。対象　市内在住または通学・
通勤している中学生～30歳の青少年。
○バレンタインデー特別企画
　バレンタインデーに向けて ｢やませいへico（イコ）｣ で特別企画
を行います。詳しい内容はお問い合わせください。
日時　2月11日（火）14:00～17:00。場所　当センター。費用　300円。
対象　市内在住または通学・通勤している中学生～30歳の方。

案内

日時　2月6日（木）10:00～11:30と12:30～16:00。場所　グルメ
シティヒカリ屋駐車場。問合せ先　区保健センター管理担当（電話
592-3474）

山科中央老人福祉センター

平成２６年度初心者レッスン受講生募集○
●受講期間／平成26年4月～平成27年3月末日までの1年間
●対象／市内在住の60歳以上（平成26年4月1日現在）で初心者の方
●費用／無料（材料・資料コピー代金などは自己負担）
●申込期間／2月12日（水）～3月1日（土）※先着順ではございません。
●申込方法／所定の申込用紙に記入のうえ、来所またはFAX
●その他／申込み、受講は1人1教室に限ります。申込者が多数の
場合は、公開抽選にて受講生を決定します。
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募集教室

●問合せ先／山科中央老人福祉センター（電話501-0242、FAX501-0340、
〒607-8344山科区西野大手洗町2-1京都市山科総合福祉会館2階）

山科老人福祉センター

平成２６年度受講生募集○
●受講期間／平成26年4月～平成27年3月末日までの1年間
●対象／市内在住の60歳以上（平成26年4月1日現在）の方
●費用／無料（資料費などは自己負担）
●申込期間／2月1日（土）～2月14日（金）
●申込方法／本人が直接来所し、所定の申込用紙に記入のうえ、提出。
●その他／定員を超えた場合は、2月17日（月）午前10時から公開
抽選を行い、発表は午後1時からセンター内に掲示します。

教室名 実施日時 定�員

ウクレレ教室 第1・3週火曜日 13:30～15:30 20名

健康ダンス 第1・3週水曜日 13:30～15:30 35名

パッチワーク教室 第1・3週金曜日 13:30～15:30 20名

コーラス教室 第2・4週月曜日 12:30～14:00 40名

編物教室 第2・4週火曜日 13:30～15:30 15名

絵手紙教室 第2・4週火曜日 13:00～15:00 25名

ちぎり絵教室 第2・4週水曜日 13:30～15:30 15名

健康マージャン教室 第2・4週木曜日 15:00～17:00 16名

民謡教室 第1・3週火曜日 13:30～15:00 20名

健康教室【太極拳】 第1～4金曜日 10:00～11:30 30名

健康教室
【ストレッチ体操】

第1・3週土曜日　
①10:00～10:50　②11:00～11:50

①・②
各30名
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募集教室

●問合せ先／山科老人福祉センター（電話501-1630、〒607-8169山科区
椥辻西浦町41-107）

山階南体振チームが悲願の初優勝!○
市チャンピオン大会（女子バレーボール）
　昨年11月24日に、京都府立体育館で開
催された同大会に、山科区から、9月に開
催した「山科区民チャンピオン大会」で優
勝した山階南チームが出場しました。山階
南チームは大会７連覇を目指す伏見区代表
の羽束師チームを1回戦で破るなど、強豪
チームを抑え、怒涛の勢いで見事、初優勝
の栄冠を手にしました。
●問合せ先／区まちづくり推進担当
（電話592-3088）

教室名 実施日時 定�員

書道 毎週木曜日　　　　　10:00～11:00 30名

健康ダンス 第1・3週木曜日 13:30～15:30 35名

絵手紙 第2・4週火曜日 10:00～12:00 20名

3Ｂ体操 第1・3週金曜日 9:30～10:30 30名
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第２３回.山科区民ニュースポーツ祭○
　昨年11月10日、第23回山科区民ニュース
ポーツ祭が開催されました。グラウンド・
ゴルフ大会は、雨のため中止となりました
が、ソフトバレーボール大会は、白熱した
試合が展開され、大宅体振チームが3年ぶ
りの優勝を手にしました。
優勝：大宅Ｂ　準優勝：勧修
3位：�大塚、西野Ａ
優秀賞：陵ヶ岡Ｂ、山階南Ａ、小野Ａ
●問合せ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

「第１０回山科夢舞台」を開催　入場無料○
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　恒例となりました山科夢舞台。今回
は「絆深まる京のまち～山科夢物語」を
テーマに繰り広げられます。
　地域の高校生、大学生が実行委員会を
立ち上げ、自らの力で立案・企画してゆく
手作りのイベントです。今回はスポーツ
ジャーナリストの二宮清純氏が記念講演を行うほか、
地域の中学・高校生や大学生たちのグループの吹奏楽や
ダンスなど躍動感のある舞台が展開されます。
　たくさんの方のお越しを、お待ちしています。
●日時／2月2日（日）午後1時開演（開場／午後0時）
●場所／東部文化会館
●申込み／不要
●問合せ先／一般社団法人山科経済同友会：山科夢舞台実行委員会
（電話501-1818）

二宮清純氏
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山科消防団出初式○
●日時／平成26年1月19日（日）
　午前10時から午後0時まで
●場所／山科中央公園（雨天中止）
　新年恒例の山科消防団出初式を開催します。
　当日は、消防団員による分列行進訓練や、
功績のあった消防団員に対する表彰が行われます。
　山科区の防火・防災のリーダーとして、地域の安心・安全の守りにつく
山科消防団員の規律と決意にご声援
ください。
●問合せ先／山科消防署（電話592-9755）

山科劇場.婚活イベント

「星婚～星に願いを」○
　1年で1番星空がきれいな冬、バレン
タインデー直前の土曜日に京都大学花山
天文台で天体観望をしながら、山科で
出会いの場をご提供します。
★日時／2月8日（土）午後3時～午後8時30分頃
★場所／京都大学花山天文台および東山山荘
★内容／東山山荘で和菓子・抹茶を楽しみながら自己紹介やゲーム、
立食ビュッフェディナー。花山天文台での天体観望や4次元宇宙
シアター鑑賞。
★応募資格／市内に在住または通勤されている25～45歳の独身男女�
※年齢は開催当日時点
★参加費／男性・女性ともに8,500円(要事前支払)
★定員／48名（男女各24名）※申込多数の場合は抽選

文化財防火運動
１月23日（木）～１月29日（水）

（平成25年の出初式における
整列風景）
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★申込方法／山科劇場ホームページの申込フォームに必要事項を
★申込締切／1月27日（月）〔必着〕
★申込・問合せ先／ ｢地下鉄集客・交流プロジェクト～山科・感動
ツーリズム｣ 実行委員会事務局　〒604-0857中京区烏丸通二条上ル　
株式会社関広内（電話253-1661／FAX253-1662）　
山科劇場ホームページ（http://www.yamashina-gekijo.com）

みんなで「第2期山科区基本計画」に取り組もう！○
第２１回　連載　区民活動きずなリレー
～わくわくするようなアートに出会える山科を目指して～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　ＮＰＯ法人わくわくは、わくわくするような
アートをきっかけとして、障害の有る無しを
超えて、山科にきずなが生まれる空間を作り
出そうと活動をしています。
　昨年度はＴシャツの絞り染め、陶芸、
段ボールロボットの制作など、全部で5回の
ワークショップを開催し、�専門の講師の指導を受けながら毎回20人程
の参加者が、楽しみながら作品を仕上げました。3月には旧三条通
沿いにあるギャラリーで展示会を開催し、所狭しと並ぶ作品に
囲まれて、制作者が来場者と交流しました。
　法人の理事、近藤さんに活動の経緯などを伺いました。「知的障害
のある方の集まりである太陽クラブというサークルから外出の際の
ボランティア募集があり、そこに集まった人を中心に結成されたのが
“わくわく”というグループです。」とのことです。
　近藤さんは障害者に関わることもボランティアの活動をすることも
全く初めてで、たまたま募集の新聞記事を見て参加したそうですが、
それから何と10年以上も関わることになりました。「障害のある方と
接するのは初めてでしたが、本当に面白い方が多く、つきあうのが楽しいと

真剣な眼差し
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思いました。また、集まったボランティアの
エネルギーもすごくて、当初は1年限りでの
募集だったんですが、終わって解散するのは
もったいないと、みんなで続けることにしたん
です。」
　結成後は、外出のサポートや家事の援助
等を中心に活動し、2003年にＮＰＯ法人と
なり、グループホームの運営もしているそうです。
　今年度のワークショップではＴシャツ作りに3回分の時間をかける
など、1回のプログラムに余裕を持たせ、参加者間の交流を深めよう
と模索しています。発表の場も、昨年と同じギャラリーにするのか、
それとも違った形にするのか検討中だそうです。
　“わくわく”するステキな発表の場、期待しています！
●問合せ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

山科ヘンテコ動物園　完成！


